
危険ブロック塀の除却工事計画書 

 

 

（注意事項） 

・幅４ｍ未満の道路に面する塀を除却し、新たにフェンス等を設置する場合は、道路の中心線から２ｍの後退が必要となる 

 場合があります。 

 

・建物の解体に伴う塀の除却は補助事業の対象外となります。 

 

 

 

 

 

工事内容 

いずれか該当するものをチェック☑してください。 

 

□ 下記の配置図及び立面図に記載の塀を除却するもの。 

 

□       〃        塀を除却し、新たに       を設置するもの。  （例：植栽、フェンス） 

 

所在地 

 

金沢市 

付近見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面する道路の種別 

該当するものをチェック☑してください。 

 

□ 道路 

□ 通学路 

 

□ 中学校・小学校・幼稚園・保育所等の敷

地から１ｋｍ以内の区域に存ずる道路 

 

□ 小学校長が通学のため定める道路 

□ 緊急輸送道路（第１次、第２次路線に限る） 

（ 配 置 図 ） （  側立面図 ） （  側立面図 ） 

   

記載例 記載例 記載例 
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